
ワンストップで経営課題を解決！
財務・労務の両面から貴社の 経営力強化 に寄与してまいります。

　当事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」に認定されており、お客様の
財務経営力・資金調達力強化の支援を行っています。経営改善計画を手がける中では、人事計画も密接な
係わりがあり、経営課題を見つけて業績を向上させる過程において、人の問題は避けては通れません。
　私たちは、お客様の経営計画の作成指導や人事制度導入支援など、財務・労務の両面から会社発展の
全てをサポートし、中小企業のビジネスドクターとして経営者の皆様の悩みを解決します。
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●人事計画を中心とした、経営計画の作成
●賃金体系、人事評価制度の構築
●社会保険、労働保険に関する相談
●キャッシュフロー改善、財務体質改善のアドバイス
●決算監査及び税務申告書の作成

●法人税、所得税、消費税、相続税等に関する相談
●クラウドによる給与・会計システムの提供
●経理事務のＩＴ化支援
●経営者向けセミナー「経営者塾」主催
●事務所通信等による各種情報提供　　　　など

～主なサービス内容～ 
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人を育て、儲かる企業にするための人事制度をご提案いたします。

地域活性化のために、地元中小企業の経営者を
対象とした「経営者塾」を主催しております。

　中小企業が儲かるためには、ヒトが重要です。ヒトが利益を
生み出すには、必ず人材育成を行わなければなりません。人
手不足である現在、ヒトの採用はなかなかできません。また、
採用できても優秀な人材を得るのは難しいところです。このよ
うな状況下では、限られたヒトを育てることが必要になります。
　当事務所では、経営計画に人事計画をしっかりと組み込み、
「現状の人事制度を維持していくのか」、あるいは「賃金制度を
年功賃金から成果主義に変更するのか」、「売上増大のため
営業を増員するのか」などを検討しながら、儲かる企業にする
ための人事計画・人事制度のご提案を行っております。

　世の中の変化に対応し、勝ち残るためのヒントを得ることによって強い会社を作り、地域を活性化
することを目的として、毎月「経営者塾」を開催しております。経営者塾では、次の３つの特徴をもって、
情報提供に努めています。
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山本信春税理士事務所

１．講義だけではなく、毎回のワークで貴社の現状を会計の数値で確認できるようになります。
２．同業・同規模の優良企業の財務データと比較することにより、貴社の課題をご一緒に検討します。 
３．社長の夢を実現させるために、将来の計画作りをご支援します。

～開催テーマ例～
　「社長の行動が未来を変える」　「これだけは知っておきたい法務と税務の基礎知識」
　「経営戦略はこう立てる」　社長の夢をかなえる経営計画」　「社長のための戦略情報活用術」


